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平成２０年度  

高浜町人事行政の運営等の公表  

 

 

 

 

高浜町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成

２１年高浜町 条例第４号）第５条の規定に基づき、平成２０

年度高浜町人事行政の運営等 の状況について 、次のとおり公

表します。  

※  一 部 、平 成 ２ １年 ４ 月 １日 現 在の 状 況 を公 表 し て い ま す。  
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１  職員数に関する状況  

 

(1) 部門別職員数の状況  

平成２０年度及び平成２１年４月１日現在の部門別職員数 の状況

は、次の表のとおりです。  

区分  職員数  

部門  平成 20年度 平成 21年度 
増減  主な増減理由  

議会  ２  ３  １  監査機能の充実による増 

総務  ３１  ３１    

税務  ７  ８  １  
地方税滞納整理機構への 

職員派遣による増  

民生  ５５  ５５    

衛生  ９  １２  ３  育児休業補充  

労働  －  －  －   

農林水産  １０  ９  △１  機構改革による事務の統廃合縮小  

商工  ６  ４  △２  〃  

土木  １１  ９  △２  〃  

一
般
行
政
部
門 

小計  １３１  １３１    

教育  ４１  ４１  －   

消防  －  －  －   

特
別
行
政
部
門 小計  ４１  ４１    

病院  ３  ５  ２  地域医療対策室を新設  

水道  ６  ６    

下水道  ８  ７  △１  公共下水等事業縮小による減 

その他  １２  ９  △３  介護保険事業欠員不補充 

公
営
企
業
部
門 

小計  ２９  ２７  △２   

合計  ２０１  １９９  △２   
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(2) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況  

  平 成 ２１年 ４月１ 日現在 の定 員 適 正 化 計 画 の 数値目標及 び 進捗

状況は、次のとおりです。  

区分  区分  平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 2 3 年度 合計  

当初計画  207 205 205 202 199 －   
職員数 

実績  200 196 195 －  －  －   

当初計画 －  △ 2 0 △ 3 －  －   
削減数 

実績  －  △ 9 △ 1 0 －  －  －   

 

(3) 平成２０年度職員採用候補者試験の実施状況  

   平 成２０年度の職員採用候補者試験の実施は、次のとおりです 。  

  ア  試験日程等  

試験日  種
類 

試験区分  公告日  
申  込  

受 付 期 間  第１次試験 第２次試験 

最 終 合 格  

発 表 日  

事務  

保育士  

高
校
卒
業
程
度 保健師  

H 2 0 
6 月 30 日  

H 2 0 
7 月 28 日  
 ～  

8 月 18 日  

H 2 0 
9 月 21 日  

H 2 0 
10 月 2 2 日

H2 0 
10 月 3 0 日  

  イ  申込者数、受験者数 、合格者数及び競争倍率  

１次試験  ２次試験  種
類 
試験区分  

採用  
予定
数  

申込
者数  受験者数  合格者数 受験者数  合格者数 

競争
倍率  

事務  ３  10 10 7 7 3 3 .3 

保育士  2 9 9 4 4 2 4 .5 

保健師  1 0 －  －  －  －  －  

高
校
卒
業
程
度 

計  6 19 19 11 11 5 3 .8 

 



- 4 - 

２  職員の給与の状況  

 

(1) 人件費の状況  

平成２０年度の普通会計決算における人件費の状況は、次の表の

とおりです。  

区分 
住民基本台帳人口 

(H21.3.31現在) 

歳出額 

(A) 

実質収支 人件費 

(B) 

人件費率 

(B/A) 

平成 19 年度  

人件費率 

平成 20 年度 
人 

11,528 

千円 

6,927,428 

千円 

300,273 

千円 

1,250,381 

％ 

18.04 

％ 

18.30 

（注 ） 人件費 に は 、特 別 職 職 員 に 支給 される 給 料 、報 酬 等 を含 みます 。  

 

(2) 職員給与費の状況  

平成２０年度の普通会計決算 における 職員給与費の状況は、次  

の表のとおりです。  

給 与 費 
区分 

職 員 数 
(A) 給 料 職員手当 期末・勤勉手当  計(B) 

１人当たり 
給与費 
(B/A) 

平成 20 年度 
人 

171 

千円 

569,261 

千円 

42,244 

千円 

221,199 

千円 

832,704 

千円 

4,869 
（注 ） １  職 員 手 当に は 、退 職 手 当を 含 み ま せ ん 。  
    

 

(3)  職員（一般行政職）の平均年齢、平均給料月額及び平均給

与月額の状況  

   平 成２１年４月１日現在における職員（一般行政職）の平均年齢 、

平均給料月額及び平均給与月額の状況は、次の表のとおりです 。  

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

高浜町 ４１．０歳 ２８９，９００円 ３２７，８３０円 

福井県 ４３．２歳 ３５４，１２７円 ４２５，８９１円 

国 ４１．１歳 ３２５，１１３円 － 

（注 ）  給 与 月 額 は、 給 料月 額 に 職 員 手 当の 額 を 加え た も の で す 。  
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(4) 職員の初任給の状況  

   平 成２１年４月１日現在における職員の初任給 の状況は、次の表

のとおりです 。  

区  分 高浜町 福井県 国 

大学卒 161,600 円 178,800 円 
Ⅰ種  181,200 円 

Ⅱ種  172,200 円 
一般 

行政職 
高校卒 140,100 円 144,500 円 140,100 円 

 

(5) 職員の経験年数別及び学歴別の平均給料月額の状況  

   平 成２１年４月１日現在における職員の経験年数別及び学歴別 の

平均給料月額 の状況は、次の表のとおりです 。  

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

大学卒 238,030 円 261,050 円 309,736 円 一般 

行政職 高校卒 210,800 円 246,450 円 289,000 円 

 

(6) 職員（一般行政職）の級別職員数の状況  

   平 成２１年４月１日現在における職員（一般行政職）の級別職員

数の状況は、次の表のとおりです。  

区 分  代表的な職名  職 員  構 成  

１ 級  主事、主事補  ２４人  14 .3％  

２ 級  主事、  ５２人  33 .1％  

３ 級  上席係長、係長  ５４人  32 .2％  

４ 級  課長補佐  １５人  9 .0％  

５ 級  主幹  １１人  6 .5％  

６ 級  課長  １２人  7％  
（ 注）  高浜町 職 員 の給 与 に 関す る 条 例（ 平 成 １８ 年 高浜町 条 例 第２ ２ 号 。以
下「 給与条例 」 という 。） に基 づ く給 料 表 の等 級 区 分に よ る職 員 数 で す 。 

（注 ）  平成 １ ８ 年度 か ら８ 級 制 を６ 級 制に 変 更 し て い ま す。  
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(7) 職員手当の状況（全会計）  

    

ア  期末手当・勤勉手当  

平成２１年４月１日現在における期末手当・勤勉手当 の状況は、

次の表のとおりです。  

高浜町  福 井  県  国  

１人当たり平均支給額 

（平成 20年度）1,327千円 

１人当たりの平均支給額 

（平成 20年度）1,895千円  
－ 

（平成 20年度支給割合）  

期末手当   勤勉手当 

3.0月分    1.5月分  

(1.6)月分    (0.75)月分 

（平成 20年度支給割合）  

期末手当   勤勉手当 

3.0月分    1.5月分  

(1.6)月分    (0.75)月分  

（平成 20年度支給割合）  

期末手当   勤勉手当 

3/0月分    1.5月分  

(1.6)月分    (0.75)月分 

（加算措置の状況）  

職政上の段階、職務の級等による

加算措置  

・役職加算  5～15％ 

（加算措置の状況）  

職政上の段階、職務の級等による

加算措置  

・役職加算  5～20％  

・管理職加算 10～25％  

（加算措置の状況）  

職政上の段階、職務の級等による

加算措置  

・役職加算  5～20％  

・管理職加算 10～25％  

 

 

イ  退職手当  

平成２１年４月１日現在 における 退職手当 の状況は、次の表の

とおりです。  

高浜町  国  

（支給率)    自己都合    勧奨・定年  

勤続２０年   23.50月分    30.55月分  

勤続２５年   33.50月分    41.34月分  

勤続３５年   47.50月分    59.28月分  

最高限度額   59.28月分    59.28月分  

その他の加算措置 

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算）  

１人当たり平均支給額 

             １７，７４７千円 

（支給率）    自己都合    勧奨・定年  

勤続２０年    23.50月分   30.55月分  

勤続２５年    33.50月分   41.34月分  

勤続３５年    47.50月分   59.28月分  

最高限度額    59.28月分   59.28月分  

その他の加算措置 

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算）  

（ 注）  退 職 手 当 の １人 当 た り平 均 支 給 額 は 、 ２０ 年 度 に退 職 し た職 員 に 支給 さ
れた 平 均 額で す 。  
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エ  特殊勤務手当  

平成２１年４月１日現在における特殊勤務手当の状況は、次の

表のとおりです。  

支給実績（平成 20年度決算）         － 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 20年度決算）         － 

 

オ  時間外勤務手当  

平成２１年４月１日現在 における 時間外勤務手当の状況は、次

の表のとおりです。  

平成２０年度決算 
支給総額           １５，１５８千円 

職員１人当たり平均支給年額      ７６千円 

平成１９年度決算 
支給総額           １５，１４２千円 

職員１人当たり平均支給年額      ７６千円 
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カ  その他の手当  

平成２１年４月１日現在 におけるその他の手当の状況は、次の

表のとおりです。  

手当名  内容及び支給単価 
国の制度と
の異同  

国の制度と  
異なる内容  

支給実績  
(平成 20年度
決算) 

支給職員１
人当たり平
均支給年額

(平成 20年度
決算) 

扶養手当  

扶養親族のある職員に支給  
・配偶者     13,000円  
・その他扶養親族 
 （1人目）  
  配偶者なし   11,000円  
     その他          6,500円  
 （2人目以降）   6,500円  
 
※満 16 歳年度初めから満

22歳年度末までの子１人
につき、5,000円を加算  

同じ   21,016千円  247,252円  

住居手当  

世帯主である職員に支給  
・自宅の新築又は購入から 5
年にわたって  
     月額  2,500円  
・借家に係る 12,000円を超
える家賃の額に応じて  
  最高 月額    27,000円  

同じ   3,899千円  155,972円  

通勤手当  

通勤距離２km.以上で  
距離に応じて  
月額 4,190円から  

24,500円  

異   7,253千円  59,451円  

宿日直  
手当  

宿日直勤務を行う職員に支
給  

１日 4,200円  
同じ   5,692千円  93,312円  

管理職  
手 当  

管理・監督の地位にある職
員に支給  
・総務課長  
  6級     51,900円  
・総務課長以外の課長  

6級      41,600円  
・主幹  
  5級     23,800円  
・保育所長  

4級     29,800円  
・課長補佐及び保育所長 
  4級     22,000円  

異  

・分類される
職 が 異 な
る。  

 

14,571千円  270,682円  

管理職員  
特別勤務  
手当  

管理・監督の地位にある職
員が週休日又は休日等に勤
務した場合に支給  
（１勤務につき）  
・2000円～4,000円  
（6時間を超える場合）  
100 分の 150 を乗じた額た
だし、1 勤務につき 12,000
円を限度  

異  

・分類される
職 が 異 な
る。  

 

―  ―  
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(8) 特別職の給料、報酬等の状況  

   平 成２１年４月１日現在における特別職の給料、報酬等 の状況は、

次の表のとおりです。  

区分  給料月額等  

給
料 

町 長  

副町長  

７６５，０００円  

６０３，０００円  

報
酬 

議 長  

副議長  

議 員  

３００，０００円  

２４５，０００円  

２３５，０００円  

町 長  

副町長  

(平成２１年度支給割合 )  

３．２５月  期
末
手
当 

議 長  

副議長  

議 員  

(平成２１年度支給割合 )  

３．１月  

退
職
手
当 

 

町 長  

副町長  

(算定方式 )          (支 給 時 期 )  

給料額×在職月数× 0. 4 5      任 期 毎  

給料額 円×在 職 月 数× 0 . 27      任 期 毎  

（ 注） 町 長 に つ い て は、 平 成 ２１ 年 ４ 月１ 日 よ り平 成 ２ ４年 ３ 月 ３１ 日 までの
期間 、 附 則に よ り 8 5 0 , 0 0 0 円 から 1 0％ 減額  
副町長 に つ い て は 、 平成 ２ １ 年４ 月 １ 日よ り 平 成２ ４ 年 ３ 月３ １ 日 ま で の 期
間、 附 則 に よ り 6 7 0 , 0 0 0 円 から 5％減 額  
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３  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

 

(1) 勤務時間等の状況  

平成２０年度の職員の勤務時間は、原則として 次の表のとおりで

す。  

勤務時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

休憩時間  午後零時から午後１時まで 

（注）  公務の運営上 の事情により異なる勤務形態の場合があります 。  

 

(2) 主な休暇及び休業制度の状況  

平成２０年度の職員の主な休暇、休業制度の状況は、次の表のと

おりです。  

区 分 期 間 取得状況 

年次休暇 １年当たり２０日 取得日数 平均 ８．３日 

病気休暇 
９０日以内 
結核性疾患にかかり長期の療養を要す
る場合 １年以内 

取得者     １２人 

介護休暇 
配偶者、父母、子等を介護する必要が
ある場合 連続する６月の期間内にお
いて必要と認める期間 

取得者      ０人 

育児休業 最長で子が３歳に達するまでの期間 取得者      ３人 
（ 注） １  職員 の 休暇等 に つ い て は 、 高 浜 町 職 員の 勤務時間 、 休暇等 に 関 する 条

例 （平 成 ６ 年高 浜 町 条 例 第 １ ３ 号） 及 び 高 浜 町 職 員 の勤 務 時 間、 休 暇 等
に 関す る 条 例 施 行 規 則（ 平 成 ６ 年高 浜 町 規 則 第 １ １ 号） で 定 め ら れ て い
ます 。  

   ２  年 次 休 暇 及び 夏季休暇 に つ い て は 、 １年 単 位 で付 与 さ れ る た め 、平 成
２ ０年 １ 月 １日 か ら 同年 １ ２ 月 ３１ 日 までの 取得状況 を 記 載 し て い ま す 。 

   ３  病気 休 暇 、介 護 休 暇 及 び 育 児 休 業 の 取 得 者 は 、平 成 ２ ０年 度 中 に休 暇
等を 開 始 した 者 の 人数 を 記載 し て い ま す 。  
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４  職員の分限処分及び懲戒処分の状況  

 

(1) 分限処分の状況  

    平成 ２０年度の分限処分の状況は、次の表のとおりです。  

降 任  免 職  休 職  降 給  合 計  

０人  ０人  ０人  ０人  ０人  
（ 注） １  分 限 処 分 とは 、 公 務の 能 率 の維 持 及 び そ の 適 正な 運 営 の確 保 の 観点

か ら、 職 員 が そ の 職 責 を十 分 に 果た す こ と が で き な い場 合 に 行 う処 分
の こ と を い い ま す 。  

    ２  平 成 ２０ 年度中 に 分 限 処 分 を受 け た 職 員 数 を 記載 し て あ り ま す。  

 

(2) 懲戒処分の状況  

    平成２０年度の懲戒処分の状況は、次の表のとおりです 。  

戒 告  減 給  停 職  免 職  合 計  

０人  ０人  ０人  ０人  ０人  
（ 注） １  懲 戒 処 分 とは 、 職務上 の 義 務 違 反 等 公 務 員 と し て ふ さ わ し く な い非

行が あ る 場合 に 行 う処 分 の こ と を い い ま す。  
    ２  平 成 ２０ 年度中 に 懲 戒 処 分 を受 け た 職 員 数 を 記載 し てあ り ま す。  
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５  職員の服務の状況  

  職 員 の服務については、その根本基準として「すべて職員は、全体

の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っ

ては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とされていま

す（地方公務員法（昭和２５年法律第 ２６１ 号。以下「法」という。）

第３０条）。  

  さ ら に、次に掲げる義務、禁止及 び制限事項が定められています 。  

 (1)  法 令等及び上司の職務上の命令に従う義務（法第３２条）  

 (2)  信用失墜行為 の禁止（法第３３条）  

 (3)  秘 密を守る義務（法第３４条）  

 (4)  職 務に専念する義務（法第３５条）  

 (5)  政 治的行為の制限（法第３６条）  

 (6)  争 議行為等の禁止（法第３７条）  

 (7)  営 利企業等の従事制限 （法第３８条）  

  服 務規律確保の取組みの状況  

  服務規律 の確保については、会議及び研修の機会を通じて、又は選  

 挙 前 、年末年始等の機会を捉えて、通知文等により 職員に周知徹底 を  

図っています 。  
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６  職員の研修及び勤務成績の評定の状況  

  

(1) 研修の状況  

   職 員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受け  

る機会が与えられなければならないとされています（法第３９条）。 

   平 成２０年度の職員の研修の状況は、次のとおりです。  

区分 研修名 研修期間

（日） 

受講者数

（人） 

接遇研修 １ １０２ 

管理監督者研修（人事評価） １ ２９ 
独
自
研
修    

新規採用職員研修（保育所前期） ３ ３ 

新規採用職員研修（前期） ５ ３ 

新規採用職員研修（助言者） １ ２ 

新規採用職員研修（中期） ４ ３ 

新規採用職員研修（後期） ４ ３ 

ステップ１研修 ２ １ 

ステップ２研修 ２ ４ 

ステップ３研修 ２ ３ 

ステップ４研修 ２ ３ 

管理職研修 １ １ 

財務諸表研修 １ １ 

クレーム対応研修 １ ２ 

パ ワ ー ア ッ プ 研 修(財産法、地方自治法、ｺｰﾁﾝｸﾞｽｷﾙ)  ３ １１ 

法務実務研修 １ ２ 

市町等職員研修 １ ３ 

委
託
研
修 

若手職員スキルアップセミナー １ ５ 

臨時職員等管理実務研修 ２ １ 

給与実務研修 ２ １ 

自動車安全運転センター ５ １ 

そ
の
他
研
修 

緊急時広報研修 ２ ２ 
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（注 ） １  独 自 研 修と は 、高 浜 町 で独 自 に実 施 す る研 修 をいう 。 委 託 研  
    修と は 、 福 井 県 自 治 研 修 所に 委 託し て 実 施す る 研 修を い い ま す 。  
   ２  派 遣 研 修 とは 、 他 の研 修 機 関に 職 員 を派 遣 し て実 施 す る研 修 を い い ま

す。  
   ３  自 己 啓 発 とは 、 自 己 啓 発 を 図る た め の活 動 に 対し 支 援 を行 う 研 修を い

い ま す 。  

 

(2) 勤務成績の評定の状況  

   任 命権者は、職員の執務について定期的 に勤務成績の評定を行い、

その評定の結果に応じた措置を講じなければならないとされていま

す（法第４０条）  

   勤 務評定は、能力主義及 び成績主義を実現するための手段であり 、

各任命権者においては 、こうした観点から、職員の能力や勤務実績

等を総合的に評価し、その結果を配置換えや昇任等の人事管理 に活

用することで 、公務の能率的 な運営を図っています。  

   本 町では、「職員の勤務成績の評定煮関 する要綱」（平成 1 8 年）

に基づき次ぎのとおり 評定を行っています。  

 

認定基準日  ５月１日  １１月１日  

評定期間  前年 11 月 1 日～4 月 30 日 5 月 1 日～10 月 31 日 

評価（評語） 5 区分（秀・優・良・可・不可）  
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７  職員の福祉及び利益の保護の状況  

 

(1) 職員の健康管理の状況  

 

  職 員 の 健康の保 持 増 進 を 目的と し た各種健康診断等 の厚 生 事 業

については、労働安全衛生法等に基づき実施しておりますが 、平成

２０年度における実施状況は次のとおりです 。  

健康診断・検診名  受診者数  平成２０年度決算額  

定期健康診断  １６７人  

人間ドック  ２５人  
1 ,824 ,149 円  

 

(2) 高浜町職員互助会事業の実績状況  

 

  職 員 の福祉向上と互助共済を目的とした 事業については、職員に

よる互助組織 である「高浜町職員互助会」が主に実施することにな

っていますが 、平成２０年度における 実施状況は次の と お り で す 。 

組織の名称  高浜町職員互助会  

組合員数  １９９人  

町補助金  ８５，２１０  円  

事業区分  事業内容  参加人数  

福利厚生  健康増進施設利用促進 延 4 3 0 人  
主な事業  

互助給付  
（職員の掛金で運営）  

職員の慶弔等  －  

 

(3 ) 公務災害発生状況  

   職 員が仕事中や通勤途中でけがをしたり、仕事が原因で病気にな  

ったりしたときは、原則として公務災害として取り扱います。  

   平 成２０年度の公務災害発生状況は、次のとおりです。  

町長部局 議会事務部局  
教育委員会  
事務部局 

左記以外 計  

０件  ０件  ０件  ０件  ０件  
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８  勤務条件に関する措置の要求状況  

  公 平委員会において平成２０年度に勤務条件に関する措置の要求と  

して取り扱った事案はありません。  

 

 

９  不利益処分に関する不服甲立ての状況  

  公 平委員会において平成２０年度に不利益処分に関する不服申立 て  

として取り扱った事案はありません。  


